
（別添１） 
【北広島町】 

端末整備・更新計画 
 

 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 令和９年度 令和 10年度

 ① 児童生徒数 1,052 1,019 995 959 931

 ② 予備機を含む 

　 整備上限台数

1,209 

（①x1.15）
1,171 1,144 1,102 1,070

 ③ 整備台数 

　 （予備機除く）
0 1,159 0 0 0

 ④ ③のうち 

　 基金事業によるもの
0 1,019 0 0 0

 ⑤ 累積更新率 0％ 100％ 100％ 100％ 100％

 ⑥ 予備機整備台数 0 41 0 0 0

 ⑦ ⑥のうち 

　 基金事業によるもの
0 41 0 0 0

 ⑧ 予備機整備率 0％ 4％ 0％ 0％ 0％

 ※①～⑧の未踏来年度については推定値 

（端末の整備・更新計画の考え方） 

令和７年度（令和８年４月運用開始予定）…令和２年度にリースで整備した端末分の更新を行う。 

 

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 

〇対象台数：1,300 台（うち 93 台は指導者用端末） 

〇処分方法 

・リース事業者にて回収、処分　：1,300 台 

〇端末のデータ消去方法 

・ＭＤＭによるリモート消去または事業者へ委託する。 

〇スケジュール 

令和８年４月　　　　新たにリースした端末の使用開始 

令和８年５月～６月　リースが終了した端末のデータ消去 

令和８年７月　　　　リース事業者にて回収 

〇その他特記事項 

再使用・再資源化はリース事業者が引き受けることを想定している。


